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令和７年 12月 19日 

 

各  位 

 

い わ き 信 用 組 合 

理事長 金 成  茂 

 

 

「特定震災特例経営強化計画」の見直しについて（ご報告） 

 

 

当組合は、東北財務局及び金融庁よりそれぞれ受けました業務改善命令（令和７年５月 29 日

付、令和７年 10月 31日付）に基づき策定しました業務改善計画の内容を踏まえ、公的資金の活

用に係る特定震災特例経営強化計画の見直しを行い、令和７年 11月 14日付で金融庁に見直し後

の同計画書を提出しましたのでご報告いたします。 

なお、特定震災特例経営強化計画において見直しを実施した項目は以下のとおりです。（詳細

につきましては、令和７年 12月 19日に当組合ホームページに掲載しました見直し後の「特定震

災特例経営強化計画」（以下「同計画」。）をご覧ください。） 

 

記 

 

【特定震災特例経営強化計画において業務改善計画を踏まえた見直しを実施した項目】 

  

第５ 中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化その他主として業務を行っている 

地域における経済の活性化に資するための方針 

 

○ 「（２）中小規模の事業者に対する信用供与の円滑化のための方策」の「② 中小規模

の事業者に対する信用供与の実施状況を検証するための体制」について 

（同計画 18～19ページ） 

➣ 常務会、理事会、監事会の検証によるガバナンス及び牽制機能の強化について見

直しを行いました。 

 

○ 「（５）経営基盤の充実のための方策」の「② 人材育成のための方策」について 

（同計画 26～27ページ） 

➣ 不祥事件の再発防止を図るためのコンプライアンス推進態勢の確立を踏まえた見

直しを行いました。 

 

第７ 剰余金の処分の方針（同計画 29ページ） 

 

  令和７年３月期につきましては赤字決算となり、出資配当を無配とさせていただいたこ

と、また、今回の一連の不祥事件につきましては、被災地域の復興に向けられるべき国か

らの資本について疑念を持たれかねないものであるため、令和８年度中に優先出資の一部

を返済する方針とさせていただきました。 
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第８ 財務内容の健全性及び業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策 

 

○ 「（１）経営管理にかかる体制及び今後の方針」の「① ガバナンス体制」について 

（同計画 29～30ページ） 

➣ 令和７年６月に実施した理事定数の削減、外部人材の招聘、経営監視委員会の設

置等を踏まえた見直しを行いました。 

 

○ 「（１）経営管理にかかる体制及び今後の方針」の「② 内部監査」について 

（同計画 31～32ページ） 

➣ 反社会的勢力との関係遮断に向けた対応等を踏まえた見直しを行いました。 

 

○ 「（２）業務執行に対する監査又は監督の体制及び今後の方針」の「① 内部監査体制」

について（同計画 33ページ） 

➣ 常勤監事および非常勤監事との連携、常勤監事と内部監査部門との連携体制の強

化等、不正融資事案の発生防止に係る監査態勢の構築を踏まえた見直しを行いまし

た。 

      

○ 「（２）業務執行に対する監査又は監督の体制及び今後の方針」の「① 外部監査体制」

について（同計画 33～34ページ） 

➣ 会計監査人との議論や資料提出に係る記録の徹底等を踏まえた見直しを行いまし

た。 

 

○ 「（２）業務執行に対する監査又は監督の体制及び今後の方針」の「③ 不祥事件の調

査」について（同計画 34ページ） 

➣ 一連の不祥事件を踏まえ本項目（特別調査委員会調査及び今後の内部調査等につ

いて）を追加いたしました。 

 

   ○ 「（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管理を含

む各種のリスク管理の状況並びにこれらに対する今後の方針」の「① 信用リスク管理」

について（同計画 34～35ページ） 

➣ 不正融資事案の発生防止に係る融資案件の審査、管理の態勢強化を踏まえた見直

しを行いました。 

 

   ○ 「（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管理を含

む各種のリスク管理の状況並びにこれらに対する今後の方針」の「③ 流動性リスク管理」

について（同計画 36ページ） 

➣ 流動性リスク管理における対応について見直しを行いました。 
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   ○ 「（３）与信リスクの管理（不良債権の適切な管理を含む。）及び市場リスクの管理を含

む各種のリスク管理の状況並びにこれらに対する今後の方針」の「⑤ 情報開示の充実」

について（同計画 37ページ） 

➣ 業務改善計画（令和７年６月 30日付策定、同年 11月 14日付見直し）の履行状況

に関する情報開示の適宜実施について追加いたしました。 

 

 

 

当組合は、一連の不祥事件への反省を踏まえ、反社会的勢力の遮断への取り組み徹底、企業

風土の改善を含む役職員の法令等遵守意識の醸成・徹底を図ることで信頼回復に努めるととも

に、中小規模事業者並びに個人の皆様への質の高い金融サービスの提供を通じて、引続き地域

経済の発展に積極的に貢献してまいります。 

 

 

以 上 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

 いわき信用組合 本部 

電話番号 0246-92-4111 

受付時間 月曜日～金曜日（祝日を除く） 

      ９：００～１８：００ 

 


